
品　目
家庭系燃えるごみ（大）袋
家庭系燃えるごみ（小）袋

不燃物袋
ビン袋

粗大ごみシール
事業系可燃ごみ袋

従来価格（９月30日まで）
500円（10枚入）
300円（10枚入）
150円（５枚入）
150円（５枚入）
500円（シール１枚）
1000円（10枚入）

新価格（10月１日以降）
520円（10枚入）
310円（10枚入）
155円（５枚入）
155円（５枚入）
524円（シール１枚）
1050円（10枚入）

種　別

普通便槽

無臭便槽、改良便槽、
簡易水洗等、普通便槽以外の便槽
人頭制で算出が困難なところ
１か月に２回以上くみ取る
ところ（２回目から）

転出、転入などの社会的事由もな
く、故意に収集を依頼するところ

従来価格（９月30日まで）
480円

人頭制（１人１か月につき）

220円
従量制（18リットル当たり）

440円
従量制（18リットル当たり）

新価格（10月１日以降）
490円

人頭制（１人１か月につき）

225円
従量制（18リットル当たり）

450円
従量制（18リットル当たり）

し尿の処理手数料

ごみ袋・粗大ごみシールの処理手数料

都市計画案の縦覧、公聴会のお知らせ
問都市計画課計画係（西別館２階）☎72-2111
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　都市計画案の縦覧は、決定しようとする都市計画案の内容や理由を、皆さんに自由に見ていただくものです。 
今回の都市計画案に対し意見のある人は、８月16日（金）～９月６日（金）に意見書を提出することができます。
計画案の縦覧　久留米小郡都市計画　福童地区地区計画の決定（小郡市決定）
　　　　　　　久留米小郡都市計画　用途地域の変更（小郡市決定）
期間　８月16日（金）～30日（金）※土日祝日除く
時間　午前８時30分～午後５時
場所　都市計画課（西別館２階）
【公聴会を開催】
日時　９月13日（金）／午後５時～
会場　市役所西別館３階会議室
公述希望の申出　公述希望者（公聴会で意見を述べようとする人）は、９月５日（木）（必着）までに公述申出書

を都市計画課へ提出してください。希望者多数の場合は、公述人の選定が行われることがあ
ります。

公聴会の傍聴　　公聴会傍聴の受付は、当日会場で開会30分前から行います。申込多数の場合は、抽選になる
ことがあります。

公聴会の中止　　公述希望者がいない場合、公聴会は開催されません。開催の有無は、公述申出期限後に市
ホームページ、または都市計画課に問い合わせて確認してください。

※意見書、公述申出書の様式は、都市計画課で配布します

消費税率の改定に伴い、10月１日から
ごみ袋、し尿収集などの処理手数料が変わります
問生活環境課リサイクル推進係☎72-2111

1

　消費税率が10％に改定することに伴い、10月1日からごみ袋などの処理手数料が下記のとおり変わります。

※収集車から便槽までの距離が40メートルを超える場合、超える距離が20メートルごとに360円を加算
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小郡市からのお知らせ



大雨による被害を受けられた皆さまへ
相談窓口・支援内容をお知らせします
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　７月21日、九州北部地方を中心とした大雨は、多くの被害をもたらしました。小郡市においては、昨年に続
く豪雨災害となり、床上・床下浸水、道路冠水などの被害が多数発生しました。被災された皆さまには、心よ
りお見舞い申し上げます。今回の災害被災者への支援内容についてお知らせします。

相談窓口
①総合相談　総務課防災安全係（本館２階）
②商工業者相談　商工・企業立地課商工観光係（南別館３階）
③農業者相談　農業振興課農政係（南別館２階）

り災証明書の発行　■申問総務課防災安全係（本館２階）
　家屋などの被害を受けた場合、税の減免や保険の請求に使用する「り災証明書」を発行します。
申請できる人　被害物件の持ち主やその物件にお住まいの方（代理申請の場合は委任状が必要）
申請に必要なもの　印鑑、被害状況が分かる写真、被害物件の位置図
※被災証明書（農業関係）の発行については、農業振興課農政係へお尋ねください

災害ごみの受入れ・浸水家屋の消毒
①災害ごみの受入れ　問生活環境課リサイクル推進係（南別館１階）
　８月31日（土）まで、クリーンヒル宝満（筑紫野市原田1389）で、災害ごみを無料で受け入れます。分別し
て持ち込んでください。無料受入れには、「り災証明書」が必要です。
※農業関係の災害ごみについては、農業振興課農政係へお尋ねください
②浸水家屋の消毒　■申問生活環境課環境係（南別館１階）
　８月30日（金）までの期間（土日祝日を除く）、浸水に遭われた家屋の消毒を行っています。希望される人は、
お問い合わせください。

市税などの減免措置　■申問市役所各課（すべて本館１階） 
　災害などによる被災に対し、市税や料金などの減免措置を受けられる可能性があります。減免は税目・料金
ごとの基準で個別に判断します。
●市県民税…税務課市民税係　　　　　●後期高齢者医療保険料・国民年金保険料…国保年金課医療・年金係
●固定資産税…税務課資産税係　　　　●介護保険料…介護保険課介護保険係
●国民健康保険税…国保年金課国保係

日頃の備え
　引き続き台風への注意が必要です。また災害はいつ起こるかわかりません。「自
分の命は自分で守る」意識を持ち、ふだんから情報習得手段や、避難経路を確認し
ておきましょう。災害時は、市のホームページ（https://www.city.ogori.fukuoka.jp/）
やSNSで発信するほか、以下で確認することができます。

 ■申  問総務課防災安全係・申請は各担当課☎72-2111

防災メールまもるくん
注意報・警報情報や避難所
情報をメール配信します

緊急速報メール（エリアメール）
携帯電話に緊急性の高い災害情報を
送ります

Yahoo!JAPAN防災アプリ
アプリ利用者へ緊急情報を配
信。ヤフーと市からの情報を
同時に取得できます。

川の防災情報
川の水位やカメラ映像など、
インターネットを通じてリ
アルタイムで配信します

防災行政無線
放送内容は電話とホームページで確認できます
☎050-5212-5256（24時間以内に配信した情報のみ）
⃞HPhttp://ogori-city.site.ktaiwork.jp

市フェイス
ブック

市ツイッター
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　申込み先　問問合せ先　Fファクス　　Ｅメール　　ホームページ
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